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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

3,492 3,630 3,829 3,551 3,372 3,459 3,889 4,024 4,134 4,045 3,741 3,558 3,586 3,941 3,995 3,643 3,332 3,234 3,211

3,413 3,544 3,775 3,981 3,877 3,666 3,666 3,565 3,561 3,588 3,364 3,124 3,212 3,312 3,439 3,753 3,731 3,596 3,459

1.02 1.02 1.01 0.89 0.87 0.94 1.06 1.13 1.16 1.13 1.11 1.14 1.12 1.19 1.16 0.97 0.89 0.90 0.93

  新規求職者数は全数が810人で、前月比12.2%とかなり大きく減少した。また、対前年同月比で
も8.1%とかなりの程度減少した。このうち一般求職者数は624人で前年同月比7.4％とかなりの程
度減少、パート求職者数は186人で前年同月比10.1％とかなりの程度減少した。

  有効求職者数は全数が3459人で、前月比3.8%とやや減少した。また、対前年同月比でも5.6%と
やや減少した。このうち一般求職者数は2426人で前年同月比8.8％とかなりの程度減少、パート
求職者数は1033人で前年同月比2.8％とわずかに増加した。

【求人の動き】

【求職の動き】

  新規求人数は全数が1287人で、前月比14.5%とかなり大きく増加した。また、対前年同月比では
27%と大幅に減少した。このうち一般求人数は909人で前年同月比25.6％と大幅に減少、パート求
人数は378人で前年同月比30.4％と大幅に減少した。
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  有効求人数は全数が3211人で、前月比0.7%とわずかに減少した。また、対前年同月比でも
17.4%と大幅に減少した。このうち一般求人数は2318人で前年同月比16％と大幅に減少、パート
求人数は893人で前年同月比21％と大幅に減少した。

労働市場の動向(平成26年7月内容）
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【その他の動き】

有効求人

有効求職

求人倍率

　管内事業所における雇用調整は、倒産・事業廃止は1事業所1名。事業縮小等による離職者は
10事業所22名となり、このうち建設業2社2名、製造業3社13名、不動産業1社1名、医療・福祉事
業1社1名、サービス業3社5名等となっている。

求人・求職の動き
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　事業主は、障害者雇用率（いわゆる法定雇用率）によって計算される法定雇用障害者数

以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければなりません。

　ハローワークにおいては、種々の支援策を活用しながら、就職を希望する障害者に対

する職業相談・職業紹介、就職後の職場定着・継続雇用等の支援や、事業主に対する障

害者雇用の指導・支援を行っています。特に、福祉、教育、医療から雇用への移行の促

進が重要な課題となっていることから、地域の関係機関との連携を一層強化しながら、

よりきめ細かな支援・指導を実施しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

～平成２７年４月から、常時雇用している労働者数が１００人を超える事業主が対象になります～

 　　　※　障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（平成２０年法律第９６号）

　平成２８年４月から、前年度（平成２８年度は、平成２７年４月から平成２８年３月まで）の

　雇用障害者数をもとに、

　　　○　障害者雇用納付金の申告を行っていただきます。

　　　○　障害者の法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があります。

　　　○　障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。

◎詳細につきましては、　

　　　宮城高齢・障害者雇用支援センター（電話 ０２２－７１３－６１２１）まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※※障害者の法定雇用率は平成25年4月1日より2.0％に引き上げられています※※

　　　独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構

【障害者雇用率制度】 

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、一般の民間事業主は、

その常用労働者数の2.0％以上の障害者（身体障害者又は知的障害者）を雇用

しなければなりません。 

 雇用率算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者については、

１人を２人に相当するものとカウントし、短時間労働者（週所定労働時間が

20時間以上30時間未満）である重度身体障害者や重度知的障害者は１人とし

てカウントできます。また、短時間労働者である重度以外の身体障害者や知

的障害者については、平成２２年７月から０．５人としてカウントできること

となりました。精神障害者については、従前どおり短時間以外の労働者は１


